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巻末資料

I 避難勧告等判断フロー図 (土砂災害 )

Ⅱ 土砂災害の前兆現象について



1 避難勧告等の対象とする土砂災害

対
　
象

急傾斜地の崩壊

(崖崩れ)

降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面が急激に崩れ落

ちる現象

土 石 流
山腹、谷底にある土砂が長雨や集中豪雨などによつて一気 に下流へと押

し流される現象

対
　
象
　
外

地 滑 り

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によつてゆつくりと斜面

下方に移動する現象
※危険性が確認された場合、国や都道府県等が監視・観測等の調査を行 う。

その調査結果又は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果として発表される

土砂災害緊急情報を踏まえ、市町村として避難勧告等を発令

火 山噴火 に伴 う

降灰後の上石流

火山砕屑物等が降雨等により堆積 した山腹斜面や渓床から流出する現象

※土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報を基に、避難勧告等を判断・伝達

河道閉塞に伴 う

土砂災害

崖くずれ、土石流などでくずれたり流されたりした大量の上砂が、川をふ

さいで水の流れをせき止める現象
※土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報を基に、避難勧告等を判断・伝達

深層崩壊
土層及びその下の風化した岩盤が同時に崩れ落ちる現象

※技術的に予知・予測が困難

山体の崩壊
火山などに代表される脆弱な地質条件の山体の一部が地震動や噴火、深層

風化などが引き金 となって大規模な崩壊を起こす現象
※技術的に予知・予測が困難



2 避難勧告等の対象 とする土砂災害の危険性がある区域

対象区域は別添 「土砂災害危険箇所等一覧」のとおり

(1)土砂災害危険箇所

① 急傾斜地崩壊危険箇所の被害想定区域

傾斜度 30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある急

傾斜地及びその近接地

② 土石流危険区域

渓流の勾配が3度以上 (火 山砂防地域では2度以上)あ り、土石流が発生した場合に人家や公

共施設等の被害が予想される危険区域

(2)土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等

① 土砂災害警戒区域 (通称 :イ エローゾーン)

土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそがあり、警戒避難体制を

特に整備すべき区域

② 土砂災害特別警戒区域 (通称 :レ ッドゾーン)

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及び建築物の構造の規制をすベ

き区域

(3)その他の場所

上記 (1)(2)の 隣接区域やその他避難の必要がある場所

3 避難勧告等の発表単位

発表単位は、北海道上砂災害警戒情報システムで使用するメッシュ区分 (5 km× 5 km)内 の「2 避

難勧告等の対象とする土砂災害の危険性がある区域」を基本とし、避難行動における共助体制が構築

されるよう自治会や自主防災組織等の社会的状況等を考慮し定めるものとする。

ただし、自然現象のため不測の事態等も想定されることから、事態の進行・状況に応じた、避難勧

告等の発令区域を適切に判断する。



4 避難勧告等を判断する情報

O北海道土砂災害警戒システム (http://WWw.n」 wa.jp/hokkaido― sabou/)

① 土砂災害警戒情報発表状況 現在の発表状況と過去の発表履歴を表示。

② 危険度情報 土砂災害の危険度を5k mメ ッシュで表示 (3時間先までの予測を表示可能)。

土砂災害危険箇所図、危険度判定図 (スネーク曲線)、 降雨状況経過図を一画面にまとめて

表示。

③ 降雨情報 降雨の状況をlkmメ ッシュで表示。

④ 土砂災害警戒区域等の指定状況 土砂災害警戒区域等の区域図等の指定状況を表示。

○土砂災害警戒判定メッシュ情報 (気象庁)(http://Www.jma.go.jp/jp/doshamesh/)

2時間先までの土砂災害の危険度を5kmメ ッシュで表示したもの。

l【危険度の表示】更新間隔 10分                           |
1 濃紫一実況で土砂災害警戒情報基準超過                      |
1 薄紫一予想で土砂災害警戒情報基準超過                      |

|、  雪  三嚢没受鮭季想寒交需薗馨鼻菫甦量冒
:i準

超逓塾

____… ………―……………………………―……́
′

|

【危険度の表示】更新間隔 30分

赤一実況で土砂災害警戒情報基準超過

橙一実況で大雨警報 (土砂災害)基準超過

黄一実況で大雨注意報基準超過

項 目 提供元 説 明 主な提供システム・サイ ト

大雨注意報 気象庁

大雨により、災害が起こるおそれがある場合

に発表される。注意を呼びかける対象 となる

災害として、注意報文の本文に、土砂災害、

浸水害のいずれか又は両方が記載 されてい

る。

北海道防災情報システム

http://www.bousai―hokkaido.jp/

気象庁HP
http://ww¬ v.jma.go.jp/jma/

防災情報提供システム
https://bosai.jmainfo.go.jp/

(ID/PW必要 )

大雨警報 (土

砂災害)

気象庁

大雨により、重大な災害が起こるおそれがあ

る場合に発表される。警戒を呼びかける対象

となる災害に応 じ、「大雨警報 (土砂災害)」

「大雨警報 (浸水害)」 「大雨警報 (土砂災

害、浸水害)」 という名称で発表される。

土砂 災害警

戒情報

気象庁 と

道の共同

発表

大雨警報 (土砂災害)等が発表されている状

況で、土砂災害発生の危険度が更に高まつた

ときに発表される。

北海道土砂災害警戒システム

北海道防災情報システム

気象庁HP
防災情報提供システム

大雨特別警

報 (土 砂 災

害)

気象庁

大雨により、重大な災害が起こるおそれが著

しく大きい場合に発表される。警戒を呼びか

ける対象 となる災害に応 じ、「大雨特別警報

(土砂災害)J「 大雨特別警報 (浸水害)」
「大雨特別警報 (上砂災害、浸水害)」 とい

う標記で発表される。

北海道防災情報システム

気象庁HP
防災情報提供システム

記録 的短 時

間大雨情報
気象庁

大雨警報 (浸水害)等が発表されている状況

で、数年に一度 しか起こらないような記録的

な短時間の大雨を観測 した ときに発表 され

る。



5 避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求める行動

区  分 立ち退き避難が必要な住民等に求める行動

避難準備情報

気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考える。

立ち退き避難が必要と判断する場合は、その準備をする。

(災害時)要配慮者は、立ち退き避難する。

避難勧告 立ち退き避難する。

避難指示

・直ちに立ち退き避難する。

ただし、立ち退き避難によりかえつて危険が及ぶおそれがある場合は、屋内で

の安全確保をする。



6 避難勧告等の発令の判断基準

避難勧告等の発令の判断基準は次のとおりとする。

ただし、基準に該当しない場合であつても、現地や気象の状況を総合的に勘案し、避難勧告等を発

令するものとする。

・重要な情報については、気象情報等を発表 した気象官署、砂防関係機関等との間で相互に情報交換

する。

・想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることから、関係機

関との情報交換を密に行い、暴風域はどのあたりまで接近 しているか、近隣で災害や前兆現象が発生

していないか等、広域的な状況把握に努める。

・土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ観測でとらえた強い雨の地域、

避難行動の難易度 (夜問や暴風の中での避難)等、必ず しも数値等で明確にできないものも考慮 し、

総合的に判断を行 う。

(避難勧告等の発令判断基準)

区

分 (次のいずれかに該当した場合に発令する)

準基 対 象 区 域

(土砂災害危険箇所内の住家等を基本とする。)

避

難

準

備

情

報

1 大雨警報 (土砂災害)が発表された

場合

北海道土砂災害警戒システムの判定メッシュ情報

(以 下 「メッシュ情報」とい う。)で大雨警報 (土

砂災害)の発表基準を超過 した区域 (赤又は橙 )

避

難

勧

告

1 土砂災害警戒情報が発表 された場合

メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発表基準を超過

した区域及びその周辺の大雨警報 (土砂災害)の発

表基準を超過 した区域 (赤及びその周辺の橙 )

2 土砂災害の前兆現象 (湧 き水・地下水

の濁 り、渓流の水量の変化等)が発見

された場合

当該前兆現象が発見された箇所及びその周辺の区域

(土砂災害危険箇所以外の区域で発見された場合を

含む。 )

避

難

指

示

土砂災害警戒情報が発表されており、

さらに記録的短時間大雨情報が発表

された場合

記録的短時間大雨情報が発表された地域 (発表文で

確認。例 :○○町北部付近)及びその周辺の地域の

うち、メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発表基準

を超過 した区域 (赤 )

土砂災害が発生した場合

当該土砂災害が発生した箇所及びその周辺の区域

(土砂災害危険箇所以外の区域で発見された場合を

含む。)



7 助言を求めることのできる機関

8 避難勧告等の伝達方法

避難勧告等の伝達先・伝達方法は次のとおりとする。

なお、情報の伝達は、災害の状況等に応じた最善の方法により行うものとする。

機関名 (連絡先) 助言を求めることができる事項

稚内地方気象台

【電話番号0162-23-2678】

・気象、地象、水象に関すること。

稚内開発建設部

技術管理課

【電話番号0162… 33… 1031】

直轄砂防施設に関すること。

土砂災害の前兆現象に係る技術的な所見に関すること。

災害対策用機材等の地域への支援に関すること。

宗谷 (総合)振興局

稚内建設管理部事業室治水課

【電話番号0162… 33-3732】

土砂災害危険箇所及び土砂災害 (特別)警戒区域に関すること。

土砂災害の前兆現象に係る技術的な所見に関すること。

北海道土砂災害警戒情報システムに関すること。

宗谷 (総合)振興局

地域政策部地域政策課

【電話番号0162-33-2526】

災害情報及び被害情報に関すること。

避難対策に関すること。

担当部署 伝達手段 伝達先

総務課 北海道防災情報システ

ムヘの入力
(公共情報コモンズ経由でマ

スメディアヘ情報提供)

TV放送 視聴者

ラジオ放送 聴取者

緊急速報メール 町内に滞在する携帯電話保持者

総務課 IP告知放送

防災行政無線 (同報系)

住 民

総務課 ホームページ PCユーザー等

総務課 広報車 住民等 (巡回ルー ト)

消防

利尻富士支署

消防車 住民等 (巡回ルー ト)

電話又は電子メール 消防団

福祉課 電話又は FAX 要配慮者・要配慮施設

福祉課 電話又はFAX 自治会、自主防災組織、避難支援関係者

総務課 電話 宗谷 (総合)振興局

稚内開発建設部

稚内地方気象台

稚内警察等



9 避難勧告等の伝達文

(1)避難準備情報の伝達文の例

■緊急放送、緊急放送、避難準備情報発令。

■こちらは、利尻富士町 (災害対策本部)です。

■○時○分に利尻富士町に大雨警報 (土砂災害)が発表されました。土砂災害の危険性が高くなる

ことが予想されるため、○時○分に○○地区の土砂災害警戒区域等に土砂災害に関する避難準備

情報を発令 しました。

■○○地区の上砂災害警戒区域等にお住まいの方は気象情報を注視 し、心配な場合、危険だと思 う

場合は、迷わず避難 してください。

■高齢の方、障がいのある方、小さい子供をお連れの方などは、あらかじめ定めた避難所へ避難 し

てください。避難に助けが必要な方は、支援者と連絡を取り合 うなどして避難 してください。

(2)避難勧告の伝達文の例

■緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。

■こちらは、利尻富士町 (災害対策本部)です。

■○時○分に利尻富士町に土砂災害警戒情報が発表されました。土砂災害の危険性が極めて高まつ

ているため、○時○分に○○地区の上砂災害警戒区域等に土砂災害に関する避難勧告を発令 しま

した。

■○○地区の上砂災害警戒区域等にお住まいの方は、直ちに予め定めた避難所へ避難 してくださ

い 。

■急斜面の付近や河川沿いにいる方は、急斜面や河り|1等から離れたなるべく頑強な建物等へ避難し

てください。

■道道○○地区から○○地区間は○時○分より雨量規制のため通行止めとなりますのでご注意く

ださい。

(3)避難指示の伝達文の例

■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。

■こちらは、利尻富士町 (災害対策本部)です。

■△△地区で土砂災害の発生 (ま たは、前兆現象)が確認されました。土砂災害の危険性が極めて

高まつているため、○時○分に○○地区に土砂災害に関する避難指示を発令 しました。

■未だ避難 していない方は、最寄りの頑強な建物等へ直ちに避難 してください。外が危険な場合は、

屋内の谷側の高いところに避難 してください。

〈留意事項〉

・避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険箇所内の通過は避けること。土石流に関しては渓流に直角

方向にできるだけ渓流から離れること。渓流を渡つて対岸に避難することは避ける。

・避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動として、周囲の建物より比較的高い建物

(鉄筋コンクリー ト等の堅固な構造物)の 2階以上 (斜面と反対側の部屋)に避難することを心がける。



別添

○土砂災害危険箇所等一覧

【急傾斜地崩壊危険箇所】

図番

万

箇所番号 箇所名 (延長 :m)
警戒

区域

特別警

戒区域

人家等

の有無

急 027 I-6- 70-2405 利尻富士町本泊 岡田宅～佐藤宅  (380) 有

急 028 I-6- 71-2406 利尻富士町港町 1岸本宅～相馬宅  (415) 有

急 029 I-6- 72-2407 利尻富士町港町2工藤宅～中田組事務所(310) 有

急 030 I-6- 73-2408 利尻富士町港町3加路宅～漁協施設 (610) 有

急 048 I-6-135-2401 利尻富士町港町4谷村宅      ( ―
) 有

急 031 I-6- 74-2409 利尻富士町湾内1旅館雪国     (50) 有

急 032 I -6- 75-24 0 利尻富士町湾内2旅館雪国     (50) 有

急 033 I-6- 76-24 1 利尻富士町湾内3佐 々木宅～佐藤宅 (80) 有

急 034 I-6- 77-24 2 利尻富士町湾内4河越宅～安田宅  (240) 有

急 035 I-6- 78-24 3 利尻富士町湾内5山本宅～清水宅  (90) 有

急 036 I-6- 79-24 4 利尻富士町湾内6蛎 崎宅      (40) 有

急 037 I-6- 80-24 5 利尻富士町湾内7柾 木宅      (40) 有

急 040 Ⅱ…6- 39-1764 利尻富士町湾内8柾木宅～川端宅  (20) 有

急 041 Ⅱ-6- 40-1765 利尻富士町湾内9山本宅～森下宅  (80) 有

急 042 Ⅱ-6- 41-1766 利尻富士町湾内 10安達宅      (30) 有

急 043 Ⅱ-6- 42-1767 利尻富士町湾内 11蛎崎宅～安達宅  (80) 有

急 044 Ⅱ-6- 43-1768 利尻富士町湾内 12安達宅～安達宅  (150) 有

急 045 Ⅱ-6- 44-1769 利尻富士町湾内 13柾木宅～後藤宅  (50) 有

急 046 Ⅱ-6- 45-1770 利尻富士町湾内 14往田宅      (25) 有

急 038 I-6- 81-2416 利尻富士町雄忠志内 1中畑宅～三上宅 (166) 有

埓塾039 -6- 82-2417 利尻富士町雄忠志内 2ら、化場～高橋宅 (400) 有

急 047 Ⅱ…6- 46-1771 利尻富士町雄忠志内 3佐藤宅    (115) 有

22箇所



【土石流危険渓流】

図番号 箇所番号 箇所名 警戒区域
特別

警戒区域

人家等

の有無

± 017 E63-0040 トビウシナイ川 盤
小

± 016 163-0030 オビヤタンナイ沢川 有

± 014 163-0010 水源沢川 有

± 015 163-0020 沼の沢川 ○ 有

± 037 163-0370 三ノ沢川 有

± 036 163-0360 リヤウシナイ川 有

± 029 163-0290 豊漁左の沢川 有

± 035 163-0350 モトリヤウシナイ川 有

± 034 Ⅱ63-0340 二の沢川 有

± 033 Ⅱ63-0330 オモベツ川 有

± 032 Ⅱ63-0320 芙蓉沢川 有

± 031 163-0310 ドットマリリll 有

± 030 Ⅱ63-0300 東ノドットマリ

'‖

有

± 028 163-0280 豊漁沢川 有

± 026 163-0260 鰊泊無名川 有

± 027 163-0270 オチウシナイ川 有

± 025 163-0250 朝日川 有

± 024 163-0240 アフトロマナイ川 有

± 023 Ⅱ63-0230 オサツルナイ川 有

± 021 163-0210 堺沢川 有

± 022 163-0220 豊仙沢川 有

± 020 163-0200 滝の沢川 有

± 019 163-0190 涙沢川 有

± 018 163-0180 二股沢川 有

合計24箇所
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巻末資料 I 避難勧告等判断フロー図 (土砂災害) 【土シ】=Jヒ海道土砂災害警戒情報システム

|~FttI更曇弱悪f~~~~~~~~~]
1防災体制の確立、避難所の開設準備

1災害情報の収集、現地パトロール 等

【避難準備情報

の対象範囲】

赤又は橙

【避難勧告の

対象範囲】

赤及び周辺の橙

【避難指示の

対象範囲】

赤

【土シ】赤又は橙メッシュはあるか
引き続き監視・情報収集

【土シ】該当メッシュ内に「土砂災害危険箇所」かつ「避難

させるべき家屋又は施設」があるか

「避難準備情報」発令   (必要に応じ範囲の拡大を検討)

【土シ】赤メッシュはあるか 引き続き監視・情報収集

【土シ】赤及びその周辺の橙メッシュ内に「土砂災害

危険箇所」かつ「避難させるべき家屋又は施設」が

あるか

情報収集

勧告対象地域を特定

「避難勧告」発令   (必要に応じ範囲の拡大を検討)

記録的短時間大雨情報の発表文で地域を確認

例 ○○町北部付近で約100ミ リ

【土シ】上記周辺の赤メッシュを確認
情報収集

指示対象地域を特定

「避難指示」発令   (必要に応じ範囲の拡大を検討)



巻末資料Ⅱ 土砂災害の前兆現象について

主砂災害

の種類
状  況 種  類 現 象 の 内 容 明説

土石流

直前

主石流の発生 近くで山崩れ、土石流が発生してい

る

周辺の斜面や渓流は地形・ 地質や降水量がほぼ同じである場合かほとんとであり、通隣

で崩壊や上石流が発生 している場合は、隣接する渓流でも土石流の発生する可能性は高

しヽ.

土臭いにおい 異常なにおい (上臭い、ものの焼け

るにおい、酸つぱいにおい、本のに

おい等)がする。

渓流の上流で崩壊等がすでに発生し、巨レキ同士がSつかり合うときのにおいや崩壊i
砂による上のにおい、崩壊に伴つて発生した流本のlcおいなどが考えられる。

渓流の急激な

濁り

渓流の流水が急激に濁り出したり、

流木などが混ざつている

渓流の上流部で土石流が発生したためlc、 土砂や倒本が渓流に流入、その後、流下して

きたときに認められる現象。■石流発生につながる可能性が高い。

渓流水位激減 降雨が続いているにも関わらず、渓

流の2K位が急激に減少し始める。

上流で崩れた土砂が渓流を塞いでできた天然ダムが、渓流の水を貯めているために見ら

れる現象。この天然ダムが決壊すると土石流となり下流へ流れ込む。

地鳴 り 異様な山鳴りや地鳴りがする 渓流沿いの斜面酷 βの地下水の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結含力が低

下し、斜面全体が岩境として異変 (移動)して山鳴り 。地鳴りが生 じる現象。崩壊が起

こり、土石流発生につながる可能性が高い。

1～ 2時間前

渓流内で転石

の音

渓流付近の斜面が崩れ出したり。落

石などが
発生している音がする

渓流沿いの斜面が崩れやすくなつている。大規模な崩壊が発生した場合、主石流発生の

3き金になる。

立本の裂ける音や巨レキの流れる

音が聞こえ

る

渓流の上流部で上石流が発生したために、巨レキがぶつかる音や立ち本の折れる晋など

が下流まで間こえる現象。

流本発生 渓流の流水に流木7raどが混ざつて

いる

渓流の上流部で土石流が発生 したために倒木が渓流に流入 し、流下 してきたときに認め

らわる T甲袋 _

2～ 3時間前
流水の異常な
濁り

渓流の流水が異常lc濁 つている 渓流の上流部で土石流が発生 したために、土砂が渓流に流入し、その後、流下してきた

ときに認められる現象。

がけ崩れ

直前

湧水の停止 湧さ水の急激な減ケ 枯渇か認めら

れる

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大 し、不安定化する。

湧水の噴き出

し

水の吹き出 しか認め られる 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。

亀裂の発生 斜面に亀裂ができる 斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結含力が低下 し、斜

面の弱い部分に沿って異変 (亀裂)が生 じる現象。崩壊に至る可能性が高い。

斜面のはうみ

だし

斜面にはらみがみ られる 創面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部の結合力が低下 し、斜

面に変異が生 じる現象。崩壊に至る可能性が高い。

小石がぼろぼ

ろ落下

小石が斜面 /」
Nら ぼろほろと層下す

る

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増力0等 に伴い、斜面内部の結合力が低下 し、斜

面の表層部の比較B,33い 箇所から転石が生 じる現象。崩壊に至る可能性が高い。

地鳴 り 斜面から異常な音、山鳴り、地鳴り
が聞こえる

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面全体が岩塊として変異 (移

動)するとともに、異常な音が発生する現象。崩壊に至る可能性が高しヽ。

1～ 2時間前

」ヽ石がばらば
ら 整 下

小石が斜面からばらばらと落下す

る

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増力B等 に伴い、斜面内部の結含力が l・
R下 し、斜

而の表層部のL腋的弱い箇所から転石が生じる現象。崩壊に至る可能性が高しヽ。

新 た な 湧 水 の

華 生

新たな湧水がある 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。

湧水の濁 り 普段澄んでいる湧き水/DI濁 つてき

た

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。

2～ 3時 F85前

湧水量の増加 湧き水の急激な娼Dい認め られる 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大 し、不安定化する。

表 lEl流 の発生 表面に流水がある 内38に水を含むことが出来ないため表面流が発生する。

地すべ り

直前

地鳴り・山鳴
り

地鳴り・ 山鳴 地すべリプロック (土塊)の急激な移動により、地鳴り。山鳴りが発生する現象。

塚鳴 り 地すべリプロック (上塊)の急激な移動により、地盤の変形や移動プロックの境界付近

で変異が生じ、建物等の家鳴りが発生する現象。

地面の震動 地面の震動 地すべリプロック (土 塊)に急激な移動により、地面の震動が発生する現象。

1～ 2時間前

池や沼の水か
さの急変

池や沼の水かさの急変 池や沼の水かさが急変する。

亀裂・ 段差の

発生・ 拡大

亀裂や段差の発生・ 拡大 地すべリプロック (上 塊)の移動により、その周辺部で亀裂や段差が発生・拡大する現

象。

落石・ 小崩壊

の発生

落石や小崩壊の発生 地すべり末端付近の斜面で、地すべりの急激な変動のため落石や小崩壊が発生する現象。

斜面のはらみ

だし

地表面の凹凸の発生 地すべリフElッ ク (上塊)の移動により、その周辺部で凹凸/DR発生する現象

構造物のはら

みだし・ クラ

ツク

擁壁のクラックや押 し出し 地すべリプロック (土塊)の移動により、その末端部で擁璧の押し出しやクラックか発
牛 す ス T曰勢 _

舗装道路や トンネルのクラック 地すべリブロック (■塊)の移動により、移動プロックの境界付近を通過している道路

やトンネルにクラックが発生する現象。

電線のゆるみや31つ 張り 地すべリブロック (主塊)の移動により、移動ブロツクと外部との間に変位が生じ、そ

の地域に設置されている電柱間で電線のゆるみや引つ張りが認められる現象。

建物等の変形

(戸 の締まりが悪くなる。壁に隙間

ができる)

地すべリブロック (■ 塊)の移動により、地盤の変形や移動ブロックの境界付近で変位

が生じ、建物等の変形が発生する現象。

稿等に冥寓を生 じる 地すべリブロック (■塊)の移動により、移動プロックの境界にある橋りょうに変異を

生じる現象。

根の切れる音 根の切れる音 地すべリブロック (土塊)の急激な移動により、すべり面沿いやフロック境界付近の根

が切断され、その音が間こえる現象。

樹本の傾き 樹木のll● き、本の枝先の擦れ含う琶

(風のないとき)

地すべリブロック (土塊)の急激な移動により、プロック上の本々がllFいたり、すり減

ったりする現象。

2～ 3時間前

丼戸水の濁り 地下水の濁 り、湧水の濁 りの発生 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大 し、不安定化する。

湧水の枯渇 湧水の枯渇 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増力0に よる侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。

湧水量の増力0 新 しい湧水の発生、瑠刀D 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の増大のために認められ

る現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定化する。
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